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○ 取扱い 

 原則として、卵巣腫瘍において、超音波検査等より悪性化を疑って実施

した CEA の算定は「悪性卵巣腫瘍疑い」の病名がある場合に限り、3 か

月に 1回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 卵巣腫瘍は、短期間での悪性化の可能性が十分あり、また、悪性腫瘍の

確定診断が難しい疾患である。 

 したがって、「悪性卵巣腫瘍疑い」に対して CEAを実施し、悪性腫瘍の

診断が確定しなかった場合、再度他の検査の結果から悪性腫瘍を疑って

CEA を算定することは認められ、その算定の間隔は原則 3 か月に 1 回ま

でとすることが妥当と整理した。 

 


